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浄化槽機能保証制度に伴う保証登録料の改定について 

 
 ⽇頃は、当協会の事業にご協⼒をいただき、厚く御礼申し上げます。 
 さて、「浄化槽機能保証制度」は、浄化槽の正常な機能を保証するため、平成５年度よ
り⼀般社団法⼈全国浄化槽団体連合会が実施しており、当協会では、申請書の受付等業務
を⾏っています。 

浄化槽機能保証制度に伴う登録⼿数料は、事業開始から現在まで改定がなく、その間、
制度⾒直しによる保証期間 3 年から１０年への段階的な延⻑や申⽴申請の業務等の増加な
どさまざまな要因の中で、この度、令和７年４⽉ 1 ⽇をもって下記のとおり改定をいたし
ます。 
 ⼤変急なお知らせとなりますが、何卒ご理解、ご協⼒いただきますようお願い申し上げ
ます。 
 

記 

              従来料⾦       改正後料⾦ 

当協会員  ２，８００円  ⇒   ４，０００円 

⾮協会員  ５，８００円  ⇒  １０，０００円 

 
 

改定料⾦適⽤開始⽇  令和７年４⽉１⽇ 


